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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　曲面を有し、自重で変形する光学素子を保持する保持装置であって、
　前記光学素子の所定の位置を固定支持する支持部材であり、前記支持部材により前記光
学素子を固定支持する際に、前記光学素子の光軸を水平方向に対して傾けた状態で前記光
学素子を支持することによって、前記光学素子を固定支持した状態において、前記光学素
子が自重で変形して前記光学素子の光軸が水平方向を向くように固定支持する支持部材と
、
　前記支持部材によって前記光学素子を固定支持した状態で、前記光学素子に力を加えて
前記曲面を変形させるアクチュエータと、
を有することを特徴とする保持装置。
【請求項２】
　前記アクチュエータは、前記光学素子の裏面の複数箇所にそれぞれ力を加えて前記曲面
を変形させる複数のアクチュエータを含むことを特徴とする請求項１に記載の保持装置。
【請求項３】
　前記曲面は、凹面であり、前記支持部材は、前記光学素子を固定支持する際に、前記光
学素子の光軸を水平方向に対して上向きに傾けた状態で前記光学素子を支持することを特
徴とする請求項１または２に記載の保持装置。
【請求項４】
　前記曲面は、凸面であり、前記支持部材は、前記光学素子を固定支持する際に、前記光
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学素子の光軸を水平方向に対して下向きに傾けた状態で前記光学素子を支持することを特
徴とする請求項１または２に記載の保持装置。
【請求項５】
　曲面を有する光学素子を保持する保持装置であって、
　前記光学素子を支持する支持部材を有し、
　前記光学素子の光軸の方向と重力の方向とを含む平面内において、前記支持部材は、前
記光軸の方向に対して傾けて前記光学素子を支持しており、
　前記支持部材は、前記光学素子に形成された孔に固定されていることを特徴とする保持
装置。
【請求項６】
　前記曲面は、反射面を含み、前記支持部材は、前記曲面とは反対側の前記光学素子の裏
面側から前記光学素子を支持することを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか１項に
記載の保持装置。
【請求項７】
　前記支持部材が前記光学素子を支持する前記裏面の部分は、前記曲面のうち有効領域外
の部分の反対側の部分であることを特徴とする請求項６に記載の保持装置。
【請求項８】
　原版のパターンを基板に投影する投影光学系であって、
　曲面を有する光学素子と、
　前記光学素子を保持する請求項１乃至７のうちいずれか１項に記載の保持装置と、
を含むことを特徴とする投影光学系。
【請求項９】
　基板を露光する露光装置であって、
　請求項８に記載の投影光学系を含み、
　前記投影光学系を介して前記基板を露光する、
ことを特徴とする露光装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の露光装置を用いて基板を露光する工程と、
　前記工程で露光された前記基板を現像する工程と、
を有することを特徴とする物品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保持装置、投影光学系、露光装置、および物品製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光路の途中に形状可変ミラーを配置して収差補正を行う光学系が知られている。天文分
野においては、星を観察する際に、大気のゆらぎによる像の分解能の低下を抑えるため、
高速で波面を計測し、形状可変ミラーで補正する技術がある。また、半導体の製造に用い
られる投影露光装置においては、露光時の温度変化による収差の劣化に対応するために、
光学系に使用されているミラーを形状可変ミラーとし、収差を補正する技術がある。
【０００３】
　形状可変ミラーは、変形しやすいように薄いミラー（例えば、５ｍｍ程度）が用いられ
るが、その薄さにより自重で変形しうる。自重変形を解消しようとする光学素子の製造方
法として、光学素子を実際の使用状態とほぼ同じ状態に保持し、面形状を計測して加工量
を決定し、決定された加工量を基に被加工面を修正加工する方法がある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－８４７９５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、自重変形の解消のため上記特許文献１の方法により形状可変ミラーを加
工する場合、加工量が大きくなりうるため、加工時間、コストの点で不利となりうる。ま
た、形状可変ミラーは、通常複数の支持部材（アクチュエータ等）により多点で支持され
る。そして、加工時は、形状可変ミラーが支持部材から取り外され、面形状の計測時は、
形状可変ミラーが支持部材に取り付けられる。加工と計測とを繰り返す場合、作業時間、
コストの点で不利となりうる。
【０００６】
　本発明は、例えば、曲面を有する光学素子の自重変形の影響を軽減するのに有利な保持
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、曲面を有し、自重で変形する光学素子を保持す
る保持装置であって、光学素子の所定の位置を固定支持する支持部材であり、支持部材に
より光学素子を固定支持する際に、光学素子の光軸を水平方向に対して傾けた状態で光学
素子を支持することによって、光学素子を固定支持した状態において、光学素子が自重で
変形して光学素子の光軸が水平方向を向くように固定支持する支持部材と、支持部材によ
って光学素子を固定支持した状態で、光学素子に力を加えて曲面を変形させるアクチュエ
ータと、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、例えば、曲面を有する光学素子の自重変形の影響を軽減するのに有利
な保持装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態に係る保持装置を含む露光装置の構成を示す概略図である。
【図２】支持部材による凹面ミラーの保持状態を示す図である。
【図３】アクチュエータの位置と、凹面ミラーの所望の反射面形状からのずれ量を等高線
で示す図である。
【図４】通常露光を行う場合の投影領域を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態について図面などを参照して説明する。
【００１１】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る保持装置を含む露光装置の構成を示す概略図であ
る。露光装置１００は、例えば、液晶表示デバイスや有機ＥＬデバイスなどのフラットパ
ネルの製造工程におけるリソグラフィー工程にて使用されうる。特に本実施形態では、露
光装置１００は、ステップ・アンド・スキャン方式にて、不図示のレチクル（マスク）に
形成されているパターン像を不図示の基板上に転写（露光）する走査型投影露光装置とす
る。
【００１２】
　露光装置１００は、保持装置１１０と、照明光学系１２０と、投影光学系１３０と、マ
スクを保持して移動可能なマスクステージ１４０と、基板を保持して移動可能な基板ステ
ージ１５０と、を含む。基板の露光処理は不図示の制御部が各部を制御することで実行さ
れる。なお、図１以下の各図では、鉛直方向ｓであるＺ軸に垂直な平面内で露光時のレチ
クルおよび基板の走査方向にＹ軸を取り、Ｙ軸に直交する非走査方向にＸ軸を取っている
。また、基板は、例えば硝材製で、表面に感光剤（レジスト）が塗布されている被処理基
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板である。さらに、レチクルは、例えば硝材製で、基板に転写されるべきパターン（微細
な凹凸パターン）が形成されている原版である。
【００１３】
　照明光学系１２０に含まれる光源（不図示）から射出された光は、照明光学系１２０に
含まれるスリット（不図示）によって、例えば、Ｘ方向に長い円弧状の照明領域をマスク
上に形成することができる。マスクおよび基板は、マスクステージ１４０および基板ステ
ージ１５０によってそれぞれ保持されており、投影光学系１３０を介して光学的にほぼ共
役な位置（投影光学系１３０の物体面および像面の位置）に配置される。投影光学系１３
０は、所定の投影倍率を有し、マスクに形成されたパターンを基板に投影する。そして、
マスクステージ１４０および基板ステージ１５０を、投影光学系１３０の物体面と平行な
方向（例えばＹ方向）に、投影光学系１３０の投影倍率に応じた速度比で相対的に移動さ
せる。これにより、スリット光を基板上で走査する走査露光を行い、マスクに形成された
パターンを基板に転写することができる。
【００１４】
　投影光学系１３０は、平面ミラー１３１および１３３と、凸面ミラー１３２と、凹面ミ
ラー（形状可変ミラー）Ｍと、を保持する鏡筒により構成される。照明光学系１２０から
射出し、マスクを透過した露光光は、平面ミラー１３１により光路を折り曲げられ、凹面
ミラーＭの反射面の上部に入射する。凹面ミラーＭの上部で反射した露光光は、凸面ミラ
ー１３２で反射し、凹面ミラーＭの反射面の下部に入射する。凹面ミラーＭの下部で反射
した露光光は、平面ミラー１３３により光路を折り曲げられ、基板上に結像する。このよ
うに構成された投影光学系３０では、凸面ミラー１３２の表面が光学的な瞳となる。
【００１５】
　また、露光装置１００は、アライメント計測部１７１と、基板高さ計測部１７２と、像
面計測部１６１とを含みうる。アライメント計測部１７１は、例えば、基板ステージ１５
０に搭載された基板上のマーク（アライメントマーク）を撮像し、画像処理を行うことに
より、基板の位置（ＸＹ方向）を計測する。基板高さ計測部１７２は、基板ステージ１５
０が移動している状態において、基板の表面のＺ方向における位置（基板の表面の高さ）
を計測する。
【００１６】
　像面計測部１６１は、例えば、基板ステージ１５０に設けられており、マスクステージ
１３１に設けられた基準マーク１６２の投影像をとらえることにより、像面の位置と高さ
（図中のＸ、Ｙ、Ｚ方向）を計測する。マスクの像が装置上のどの位置にあるかを知るた
めのものであり、基板ステージ１５０を移動させることで、マスクパターンが装置座標上
のどの位置に投影されるかを正確に知ることが出来る。像面計測部１６１は、形状可変ミ
ラーの駆動量と像との関係を校正するために用いられる。
【００１７】
　ここで、露光装置１００では、解像度を向上させるため、投影光学系１３０の光学収差
を補正することが求められている。そのため、本実施形態の露光装置１００は、投影光学
系１３０に含まれる光学素子である凹面ミラーＭを保持し、その反射面を変形させる保持
装置１１０を含む。保持装置１１０は、凹面ミラーＭの反射面を基準形状から投影光学系
１３０の光学収差や、投影像の倍率、歪み、フォーカスを補正する目標形状に変形させる
。基準形状とは、凹面ミラーＭの反射面についての任意の形状のことであり、例えば、あ
る時刻における凹面ミラーＭの反射面の形状や設計形状が用いられうる。ここで、本実施
形態では、保持装置１１０が凹面ミラーＭの反射面を変形させる例について説明するが、
保持装置１１０が反射面を変形させるミラーは凹面ミラーに限られるものではない。例え
ば凹面や凸面の曲面を有する球面ミラーや非球面ミラーなどであってもよい。また、本実
施形態では、保持装置１１０は、露光装置１００の投影光学系１３０に含まれるミラーの
反射面を変形させるために用いられているが、それに限られるものではなく、例えば望遠
鏡に含まれるミラーの反射面を変形させるために用いられもよい。さらに、保持装置１１
０の保持対象は、反射性光学素子のみならず透過性又は屈折性光学素子でもよい。
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【００１８】
　本実施形態の保持装置１１０は、ベース１１１と、凹面ミラーＭを支持する支持部材１
１２と、複数のアクチュエータ１１３と、検出部１１４と、を含む。複数のアクチュエー
タ１１３は、不図示の制御部により制御される。凹面ミラーＭは、光を反射する反射面と
、反射面の反対側の面である裏面と、を有し、凹面ミラーＭの中心を含む一部（以下、中
心部）が支持部材１１２を介してベース１１１に固定されている。凹面ミラーＭの中心部
をベース１１１に固定するのは、投影光学系１３０に用いられる凹面ミラーＭの中心部は
、光の入射量が他の領域と比べて少ない有効領域外である場合が多く、当該中心部を変形
させる必要性が小さいからである。
【００１９】
　凹面ミラーＭの反射面は初期状態では曲率半径２０００ｍｍ程度の凹の球面であるが、
本実施形態の保持装置１１０は、反射面の法線方向に数１００ｎｍ程度の駆動量だけ形状
を変えることが可能である。反射面の形状を変えることで基板上に投影されるマスクパタ
ーンの像の焦点面とディストーションを基板上のパターンに合わせて変化させることが可
能となっている。基板の厚さムラによる焦点位置の変動や、プロセスを経てパターンがひ
ずんでいても、その歪んだパターンに合わせて、投影像を変えることによって、重ね合わ
せ精度、ＣＤ（Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）精度を向上させるものである。
【００２０】
　凹面ミラーＭは、直径１ｍ、厚さ５ｍｍ程度の薄ミラーであり、反射面（凹面）の形状
を変化させるために、薄いガラスで作られている。薄くすることで比較的小さな力で変形
することができる。ベース１１１は、保持装置１１０の全体を支える。支持部材１１２は
、凹面ミラーＭを固定している支持支柱であり、一端が凹面ミラーＭの中心部分を固定、
保持している。凹面ミラーＭを支持する端部とは異なる他端はベース１１１に固定されて
いる。
【００２１】
　凹面ミラーＭは、例えば、厚さ５ｍｍの平板を曲げることで、おおよそ球面形状に加工
し、その後反射面を研磨加工することで精密な球面形状に仕上げる。バルクの硝材から研
削、研磨して球面形状に仕上げる加工に比べ、硝材コスト、加工コストの点で有利となる
。
【００２２】
　複数のアクチュエータ１１３は、凹面ミラーＭとベース１１１との間に配置され、凹面
ミラーＭの裏面の複数箇所にそれぞれ力を加える。複数のアクチュエータ１１３は、例え
ば、凹面ミラーＭの周縁領域にそれぞれ力を加える複数の第１アクチュエータ１１３ａと
、周縁領域よりも中心に近い凹面ミラーＭの領域にそれぞれ力を加える複数の第２アクチ
ュエータ１１３ｂとを含む。
【００２３】
　複数の第１アクチュエータ１１３ａの各々は、凹面ミラーＭの裏面に接続された第１端
とベース１１１に接続された第２端との距離を変化させるように変形する。これにより、
複数の第１アクチュエータ１１３ａの各々は、第１端が接続された凹面ミラーＭの裏面の
各箇所に力を加えることができる。第１アクチュエータ１１３ａとしては、例えば、ピエ
ゾアクチュエータや磁歪アクチュエータなど、剛性が比較的高いアクチュエータが用いら
れうる。
【００２４】
　複数の第２アクチュエータ１１３ｂの各々は、例えば、互いに接触しない可動子１１３
ｂ１と固定子１１３ｂ２とを含み、凹面ミラーＭの裏面の各箇所に力を加えることができ
る。第２アクチュエータ１１３ｂとしては、例えば、ボイスコイルモータやリニアモータ
などが用いられうる。第２アクチュエータ１１３ｂとしてボイスコイルモータを用いる場
合では、固定子１１３ｂ２としてのコイルがベース１１１に固定され、可動子１１３ｂ１

としての磁石が凹面ミラーＭの裏面に固定されうる。そして、各第２アクチュエータ１１
４ｂは、コイルに電流が供給されることによってコイルと磁石との間にローレンツ力を発
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生させ、凹面ミラーＭの各箇所に力を加えることができる。本実施形態では、可動子１１
３ｂ１と固定子１１３ｂ２との間は、０．１ｍｍ程度の間隙があり、両者は接触していな
い。
【００２５】
　検出部１１４は、凹面ミラーＭとベース１１１との間の距離を検出する。検出部１１４
は、凹面ミラーＭとベース１１１との間の距離をそれぞれ検出する複数のセンサ（例えば
静電容量センサ）を含みうる。このように検出部１１４を設けることにより、検出部１１
４による検出結果に基づいて複数のアクチュエータ１１３をフィードバック制御すること
ができ、凹面ミラーＭの反射面を目標形状に精度よく変形させることができる。
【００２６】
　検出部１１４における複数のセンサは、第１アクチュエータ１１３ａの近傍にそれぞれ
設けられることが好ましい。これは、第１アクチュエータ１１３ａとして用いられるピエ
ゾアクチュエータではヒステリシスが生じ、指令値（電圧）に相当する変位を得ることが
できないからである。したがって、複数の第１アクチュエータ１１３ａの各々について、
検出部１１４による検出結果に基づいたフィードバック制御が行われるとよい。一方で、
第２アクチュエータ１１３ｂとして用いられるボイスコイルモータでは、ヒステリシスが
生じにくく、指令値（電圧または電流）に相当する変位を得ることができる。そのため、
第２アクチュエータ１１３ｂについては、検出部１１４による検出結果に基づいたフィー
ドバック制御が行われなくてもよい。
【００２７】
　図２（Ａ）および（Ｂ）は、保持装置１１０の支持部材１１２による凹面ミラーＭの保
持状態を示す図である。図２（Ａ）は、支持部材１１２による凹面ミラーＭの支持方向を
水平方向（光軸方向）に沿う方向とした場合である。一方、図２（Ｂ）は、凹面ミラーＭ
の光軸の方向と重力の方向とを含む平面内において、凹面ミラーＭを支持する部分を光軸
の方向に対して上向きに傾けて支持した場合である。凹面ミラーＭの裏面中心（凹面ミラ
ーＭの曲率中心を通る方向、外径中心）に孔が設けてある。その孔に支持部材１１２の端
面が嵌合で位置決めされ、接着剤などで接合されている。凹面ミラーＭの反射面の光軸方
向は水平方向（Ｙ軸に沿う方向）であり、図中において１点鎖線で示されている。凹面ミ
ラーＭの支持方向は、実線で示されている。なお、図２（Ａ）では、光軸方向と支持方向
とが一致しており、便宜上、光軸方向のみ示している。
【００２８】
　凹面ミラーＭは、厚さ５ｍｍと薄いため、自重で変形する（傾く）。変形後の凹面ミラ
ーＭ´の形状は、図中２点鎖線で示されている。図２（Ａ）の場合、自重変形により、凹
面ミラーＭの反射面は、Ｘ軸周りに回転して下向きになってしまう。一方、図２（Ｂ）の
ように支持方向を上向きにした場合、変形後の凹面ミラーＭ´の光軸は、水平方向となる
。図２（Ｂ）に示す支持方向は、治具上で実際に凹面ミラーを水平方向に保持し、自重に
よる傾き量を、位置センサ等を用いて計測すること求め、求めた量に基づいて決定する。
もしくは、計算により求めてもよい。
【００２９】
　支持方向を傾けて固定部１１２により凹面ミラーＭを保持し、周縁領域に第１アクチュ
エータ１１３ａを取り付ける。第１アクチュエータ１１３ａに力がかからない状態では凹
面ミラーＭの反射面（凹面）は歪みの少ない形状となる。
【００３０】
　図３は、第１アクチュエータ１１３ａおよび第２アクチュエータ１１３ｂの位置と、凹
面ミラーＭの所望の反射面形状からのずれ量を等高線で示す図である。第１アクチュエー
タ１１３ａの位置は丸印で第２アクチュエータ１１３ｂの位置は×印で示されている。凹
面ミラーＭの所望の反射面形状からのずれ量は、実線および破線の等高線で示されている
。等高線の破線で示したものは所望の反射面形状よりもへこんでいることを示し、実線で
示したものは出っ張っていることを表している。
【００３１】
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　本実施形態の固定方法によれば、自重変形の大きな成分である傾き（チルト）成分は補
正される。しかし、中心一点のみで保持しているため、等高線で示した様な局所的に微小
な変形を生じる。これは、凹面ミラーＭの裏面側の保持点が厳密には点ではなく面で固定
されているため、保持位置の周囲には微少な凸凹が残るからである。
【００３２】
　凹面ミラーＭが直径１ｍ、厚さ１０ｍｍの寸法である場合、出っ張り量、へこみ量とも
にずれ量は１μｍ以下であり、第２アクチュエータ１１３ｂにより補正可能である。第２
アクチュエータ１１３ｂにより、上記の量を補正するためには、１０Ｎ程度の推力があれ
ばよく、ボイスコイルモータにより十分に対応できる量である。
【００３３】
　従来の技術では、自重変形全体を修正加工することになるため、ずれ量（加工量）は１
０μｍ以上になるが、本実施形態では局所的な変形のみを修正するため、上述のように過
光量は１μｍ程度で良い。したがって、加工に要する時間が大幅に短縮でき、コストを抑
えることが出来る。
【００３４】
　補正後の反射面形状を基準形状（アクチュエータ１１３の初期位置）とする。制御部は
、凹面ミラーＭの反射面形状を基準形状から、光学収差や、投影像の倍率、歪み、フォー
カスを補正する目標形状にするための反射面の変形量にもとづいて、アクチュエータ１１
３の各々を駆動させる。
【００３５】
　なお、ずれ量の補正は、上記とは別の手段として、予め局所的な変形（影響の大きい傾
き成分を除いた変形成分）を計測し、それを補正するように凹面ミラーＭの形状を加工す
る方法がある。局所的な変形を加工により補正する場合には、アクチュエータ１１３ｂを
初期状態で駆動する必要が無いため、アクチュエータ１１３ｂを常時駆動する必要が無く
なり、発熱を抑制することが出来る。熱歪の観点からは、発熱を抑制した加工による補正
の方が、アクチュエータ１１３ｂの駆動による補正よりも反射面形状の補正精度を向上さ
せることができる。
【００３６】
　以上のように、本実施形態の保持装置１１０は、自重変形の補正のために凹面ミラーＭ
を支持部材１１２から取り外して、形状加工する必要が無く、例えば、加工時間およびコ
ストの点で有利となる。また、自重変形を加工により補正する場合であっても、加工量が
従来よりも少なくすむため、加工時間の点で有利となりうる。本実施形態によれば、自重
変形の影響を抑えた可変形状ミラーの保持装置を提供することができる。
【００３７】
（第２実施形態）
　図４は、本発明の第２実施形態に係る露光装置２００の構成を示す概略図である。第１
実施形態と同じ機能を持つ部材に関しては、同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。本
実施形態では、凹面ミラーＭが投影光学系を構成する鏡筒２３０に接合された固定部材２
１０により保持される。第１実施形態と同様に凹面ミラーＭは自重変形した状態で反射面
の光軸（図中１点鎖線で示す）が水平になるように、固定部材２１０の支持方向（図中実
線で示す）を傾けている。自重変形後の凹面ミラーＭ´の形状は、図中２点鎖線で示され
ている。実線は自重変形前の凹面ミラーＭの形状を示す。第１実施形態と同様に凹面ミラ
ーＭの中心部には、局所的な凹凸が発生する。より高精度なパターン転写性能を実現する
ために、局所的な変形は事前に加工により補正してもよい。本実施形態の構成によれば、
アクチュエータが不要となるため、より低コストでパターン転写性能が良好な走査型露光
装置を実現できる。
【００３８】
　なお、上記実施形態では、自重変形後の凹面ミラーＭの光軸を水平方向となるように支
持したが、自重変形後に目標とする光軸方向は、投影光学系に含まれるその他ミラーの配
置等から決定される。また、上記実施形態で支持している凹面ミラーＭを凸面ミラーとし
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た場合は、例えば、ミラーを支持する部分を光軸の方向に対して下向きに傾けて支持する
。
【００３９】
（物品製造方法に係る実施形態）
　本実施形態にかかる物品の製造方法は、例えば、半導体デバイス等のマイクロデバイス
や微細構造を有する素子等の物品を製造するのに好適である。本実施形態の物品の製造方
法は、基板に塗布された感光剤に上記の露光装置を用いて潜像パターンを形成する工程（
基板を露光する工程）と、かかる工程で潜像パターンが形成された基板を現像（処理）す
る工程とを含む。さらに、かかる製造方法は、他の周知の工程（酸化、成膜、蒸着、ドー
ピング、平坦化、エッチング、レジスト剥離、ダイシング、ボンディング、パッケージン
グ等）を含む。本実施形態の物品の製造方法は、従来の方法に比べて、物品の性能・品質
・生産性・生産コストの少なくとも１つにおいて有利である。
【００４０】
（その他の実施形態）
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、これらの実施形態に
限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
【符号の説明】
【００４１】
　１００　　　露光装置
　１１０　　　保持装置
　１１２　　　支持部材
　１１３　　　アクチュエータ
　　　Ｍ　　　ミラー（光学素子）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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